
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 
 

開催日時：平成２８年１０月２８日（金）    ８：０３～８：１４ 

 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

 

出 席 者：安 倍 晋 三 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（総務大臣，内閣府特命担当大臣） 

金 田 勝 年 国務大臣（法務大臣） 

岸 田 文 雄 国務大臣（外務大臣） 

松 野 博 一 国務大臣（文部科学大臣） 

塩 崎 恭 久 国務大臣（厚生労働大臣） 

山 本 有 二 国務大臣（農林水産大臣） 

世 耕 弘 成 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

石 井 啓 一 国務大臣（国土交通大臣） 

山 本 公 一 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

稲 田 朋 美 国務大臣（防衛大臣） 

菅   義 偉 国務大臣（内閣官房長官） 

今 村 雅 弘 国務大臣（復興大臣） 

松 本   純 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

鶴 保 庸 介 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

石 原 伸 晃 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

山 本 幸 三 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

丸 川 珠 代 国務大臣 

陪 席 者：萩生田 光 一 内閣官房副長官 

野 上 浩太郎 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

横 畠 裕 介 内閣法制局長官 

 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

     ○一般案件      ４件 

     ○国会提出案件   １０件 

     ○議員提出法律案関係  １件 

○政令        １件 

○人事        ５件 

○配布        ４件 

     いずれも，案件表のとおり，決定，了解等となった。 
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議事内容： 

○菅国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。 

まず，閣議案件について，萩生田副長官から御説明申し上げます。 

○萩生田内閣官房副長官：一般案件等について，申し上げます。まず，「個人情報の保

護に関する基本方針の一部変更」について，御決定をお願いいたします。本件は，

個人情報保護法及び行政機関個人情報保護法の一部改正に伴い，個人情報に係る監

督権限の個人情報保護委員会への一元化等所要の改正を行うものであります。 

  次に，「故崇仁親王の喪儀に関する件」について，御了解をお願いいたします。 

本件は，三笠宮崇仁親王殿下の薨去につき,その喪儀等のために必要な費用を国費

で支弁することとするものであります。 

  次に，公式実務訪問賓客待遇について，御了解をお願いいたします。インド国首

相が１１月１０日から１２日まで，我が国を訪問されることとなりましたので，同

期間，公式実務訪問賓客として接遇するものであります。 

  次に，更新信・解任状に認証を仰ぐことについて，御決定をお願いいたします。

本件は，「ウズベキスタン国」駐箚特命全権大使の異動に伴う信・解任状について，

既に，閣議決定を経て認証を得ていたものでありますが，未捧呈のうちに，同国大

統領が逝去し，大統領代行に信・解任状を捧呈する必要が生じましたので，改めて

認証を仰ぐものであります。 

  次に，質問主意書に対する答弁書１０件について，お手元の資料のとおり，御決

定をお願いいたします。 

  次に，政令について，御決定をお願いいたします。「労働安全衛生法施行令の一部

を改正する政令」は，労働者の健康障害を防止するため，特定化学物質にオルト‐

トルイジンを追加し，製造又は取り扱う場合には，作業環境測定等を行わなければ

ならないとするものであります。 

  次に，人事案件について，申し上げます。徳田正孝外６９８名の叙位，叙勲又は

紺綬褒章等の授与について，御決定をお願いいたします。 

  次に，件名外の人事案件について，申し上げます。平成２８年秋の叙勲４，０５

７名，外国人叙勲９６名，平成２８年度文化勲章６名について，それぞれ御決定を，

平成２８年度文化功労者１５名について，御了解をお願いいたします。なお，叙勲

候補者のうち，発令日までの間に死亡した者につきましては，死亡日の日付で勲章

を授与することとし，また，勲章を授与することがふさわしくない事由が生じた候

補者につきましては，その発令を留保することとしております。報道関係の取扱い

につきましては，叙勲及び外国人叙勲は，１１月３日午前５時から，文化勲章及び

文化功労者は，１０月２８日午前１１時３０分からそれぞれ報道解禁となっており

ますので，名簿の取扱いにつきましては，特に御留意いただきますようお願いいた

します。これらのことに関連いたしまして，後程，内閣官房長官から御発言があり

ます。 

  次に，件名外の配布資料といたしまして，「労働力調査報告」，「消費者物価指数」

及び「家計調査報告」があります。本件につきましては，後程，総務大臣及び関連

2



して厚生労働大臣から御発言があります。なお，これらの公表時刻は８時３０分で

すので，それまでの間，不公表となります。 

  次に，準備のための案件といたしまして，内閣提出法律案の修正案に対する国会

法に基づく内閣の意見要旨について，あらかじめ御決定をお願いいたします。本件

は，内閣意見を求められることを条件に決定するもので，それまでの間，不公表扱

いとなりますので，御了承をお願いいたします。本日，衆議院厚生労働委員会にお

いて採決予定の「年金機能強化法の一部改正法案」に対する民進党所属議員提出予

定の修正案は，老齢基礎年金等の受給資格期間の短縮について，平成２９年４月１

日から行うこと等を定めるものであります。これに対する内閣の意見要旨は，「政

府としては，反対である。」というものであります。 

○菅国務大臣：次に，大臣発言がございます。 

  まず，私から平成２８年秋の叙勲，外国人叙勲及び平成２８年度文化勲章につい

て，申し上げます。 

  平成２８年秋の叙勲，外国人叙勲及び平成２８年度文化勲章の候補者については，

厳正な審査を経てお手元に配付の資料のとおりとなりました。これらの候補者につ

きましては，閣議で御決定いただいた後，天皇陛下の御裁可を仰いだ上で，来る１

１月３日に発令する運びとなっております。 

  次に，総務大臣。 

○高市国務大臣：本日，労働力調査，消費者物価指数及び家計調査の結果を公表いた

します。その主なポイントは，次のとおりです。公表時刻は８時３０分ですので，

その旨御留意ください。 

９月の就業者数は６，４９７万人で，１年前に比べ５８万人の増加，完全失業者

数は２０４万人で，１年前に比べ２３万人の減少となりました。季節調整値で前月

からの増減をみると，就業者数は１５万人の減少，完全失業者数は８万人の減少と

なりました。完全失業率は３．０％と，前月に比べ０．１ポイントの低下となり，

約２１年ぶりの低い水準で推移しています。また，１５歳から６４歳の就業率は７

５．０％と，比較可能な昭和４３年以降で過去最高となり，雇用情勢は引き続き改

善傾向で推移しています。 

９月の全国の消費者物価指数は，１年前に比べ０．５％の下落となりました。生

鮮食品を除く指数は，１年前に比べ０．５％の下落となりました。食料とエネルギ

ーを除いた指数は，１年前と同水準となりました。電気代やガソリンなどの「エネ

ルギー」が下落となった一方，「生鮮食品を除く食料」など多くの品目は上昇となり

ました。 

全国２人以上世帯の９月の消費支出は，１年前に比べ実質２．１％の減少となり

ました。天候の影響もあり，リフォーム関係を含む住居の「設備修繕・維持」や外

食を含む「食料」などが減少となりました。２人以上の勤労者世帯の実収入は，１

年前に比べ実質２．７％の増加となりました。 

○菅国務大臣：次に，厚生労働大臣。 

○塩崎国務大臣：平成２８年９月の有効求人倍率は，季節調整値で１．３８倍と，前
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月より０．０１ポイント上回り，２５年１か月ぶりの高い水準となりました。有効

求人は前月に比べ０．４％の増加，有効求職者は，０．６％の減少となりました。 

求人・求職の動向や，総務大臣から報告のありました労働力調査の結果をみます

と，現在の雇用情勢は，着実に改善が進んでおります。ただし，海外経済の不確実

性の高まりなどの影響について十分な注意が必要と考えます。 

先日成立した平成２８年度第二次補正予算に盛り込んだ雇用対策を迅速かつ的

確に実施すること等により，働き方改革，労働生産性の向上に向けた取組等を着実

に実施していきます。閣僚の皆様には，御理解と御協力をお願いいたします。 

○菅国務大臣：次に，加藤大臣。 

○加藤国務大臣：１１月１日から３０日までの１か月間，「子供・若者育成支援強調月

間」を実施します。 

この強調月間は，子供・若者をめぐる諸課題に対応するため，全国で子供・若者

育成支援のための大会や街頭啓発活動などを集中的に実施するものです。本年度は，

「支えよう 輝くひとの 夢みらい」をスローガンにして，子供・若者を孤立させ

ず，地域社会全体で支えていく社会に向けて，「若者の社会的自立支援の促進」，「子

供の貧困対策の推進」などに重点を置いて，子供・若者育成支援に関する国民運動

の一層の充実と定着を図ってまいります。 

閣僚各位の御理解，御協力をお願いいたします。 

○菅国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 

引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

  山本幸三大臣から御発言がございます。 

○山本（幸）国務大臣：お手元に，本日の行政改革推進会議で取りまとめられた「秋

の年次公開検証」の対象事業に関する資料をお配りしております。 

本年の「秋のレビュー」については，１１月１０日から１２日までの３日間にわ

たり，資料（別紙１）に掲げる各府省の事業を取り上げ，外部有識者の参加を得て，

その効果や効率性等について，公開の場で議論を行います。 

これに加え，今年度の新たな取組として，１１月５日に，大阪において，資料（別

紙２）に掲げる各府省の事業を取り上げ，同様に公開の場において議論を行います。 

行政改革推進会議への報告については，「秋の年次公開検証」での議論を踏まえ，

私が行政改革推進会議の有識者議員とも相談した上で取りまとめ，１１月末に予定

している行政改革推進会議の議題にしたいと考えております。 

この取組は，国民が納める税金が使われる事業の政策効果等を検証し，事業間の

重複を排除するなど，政府の政策を効果的・効率的に進めていくための改善策を議

論するものであり，国民に政府の真摯な取組を見てもらい，政府に対する信頼を維

持する上で，極めて重要です。 

閣僚各位におかれましては，「秋の年次公開検証」で充実した議論が行われるよ

う，御協力をお願い申し上げます。 

○菅国務大臣：ほかに御発言はございますか。 

無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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                 平成 28年 

                 10 月 28日 

 

◎ 一 般 案 件 

   ○ 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 基 本 方 針 の 一 部 変 更 に つ  
い て （ 決 定 ）      （ 個 人 情 報 保 護 委 員 会 ）  

 〃  ○ 故 崇 仁 親 王 の 喪 儀 に 関 す る 件 （ 了 解 ） （ 宮 内 庁 ）  
 〃  ○ イ ン ド 首 相 ナ レ ン ド ラ ・ モ デ ィ 閣 下 の 公 式 実 務 訪 

問 賓 客 待 遇 に つ い て （ 了 解 ）     （ 外 務 省 ） 

   ☆ ウ ズ ベ キ ス タ ン 国 駐 箚 特 命 全 権 大 使 伊 藤 伸 彰 に 交  
付 す べ き 更 新 信 任 状 及 び 前 任 特 命 全 権 大 使 加 藤 文  
彦 の 更 新 解 任 状 に つ き 認 証 を 仰 ぐ こ と に つ い て  
（ 決 定 ）               （ 同 上 ）  

 

◎ 国 会 提 出 案 件 

1. 衆 議 院 議 員 大 西 健 介 （ 民 進 ） 提 出 東 京 オ リ ン  
ピ ッ ク の 観 戦 チ ケ ッ ト に 関 す る 質 問 に 対 す る  
答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）    （ 内 閣 官 房 ）  

   ○  1. 衆 議 院 議 員 長 妻 昭 （ 民 進 ） 提 出 機 動 隊 員 の 沖  
縄 に お け る 暴 言 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書  
に つ い て （ 決 定 ）        （ 警 察 庁 ）  

 1. 参 議 院 議 員 有 田 芳 生 （ 民 進 ） 提 出 安 倍 内 閣 の  
拉 致 問 題 に 対 す る 姿 勢 に 関 す る 質 問 に 対 す る  
答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）     （ 外 務 省 ）  

1. 衆 議 院 議 員 福 田 昭 夫 （ 民 進 ） 提 出 政 府 が 日 銀  
の 金 融 政 策 の 有 効 性 を 疑 っ て い る 事 に 関 す る  
質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  

     （ 財 務 省 ）  
1. 衆 議 院 議 員 奥 野 総 一 郎 （ 民 進 ） 提 出 年 金 積 立  

金 の 運 用 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い  
て （ 決 定 ）         （ 厚 生 労 働 省 ）  

1.衆議院議員長妻昭（民進）提出〝漏れた年金〟 
に つ い て の 安 倍 総 理 の 国 会 答 弁 に 関 す る 質 問  
に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  （ 同 上 ）  

（ 金 ）閣 議 案 件 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
な し  
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1. 衆 議 院 議 員 長 妻 昭 （ 民 進 ） 提 出 年 金 制 度 抜 本  
改 革 に 対 す る 安 倍 総 理 の 国 会 答 弁 に 関 す る 質  
問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  

       （ 厚 生 労 働 省 ）  
1. 衆 議 院 議 員 奥 野 総 一 郎 （ 民 進 ） 提 出 耐 震 基 準  

に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  
（ 決 定 ）          （ 国 土 交 通 省 ）  

1. 衆 議 院 議 員 升 田 世 喜 男 （ 民 進 ） 提 出 国 土 交 通  
省 の 「 社 会 保 険 の 加 入 に 関 す る 下 請 指 導 ガ イ  
ド ラ イ ン 」 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ  
い て （ 決 定 ）           （ 同 上 ）  

1. 衆 議 院 議 員 仲 里 利 信 （ 無 ） 提 出 米 軍 北 部 訓 練  
場 へ の 新 た な ヘ リ パ ッ ド 建 設 の た め に 陸 上 自  
衛 隊 の ヘ リ コ プ タ ー が 使 用 さ れ た こ と に 関 す  
る 再 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  

    （ 防 衛 省 ）  
 

◎ 政  令 

   ○ 労 働 安 全 衛 生 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 

（ 決 定 ）            （ 厚 生 労 働 省 ） 

 

◎ 人  事 

   ☆ 三 重 大 学 名 誉 教 授 徳 田 正 孝 外 ６ ９ ８ 名 の 叙 位 ， 叙 

勲 又 は 紺 綬 褒 章 等 授 与 に つ い て （ 決 定 ） 

 

◎ 配  布 

   ☆ 月 例 経 済 報 告          （ 内 閣 府 本 府 ） 

 

 

〔 ○ 署 名 あ り  ☆ 署 名 な し 〕 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

6



                 平 成 28 年 

                 10 月 28 日 

 

◎ 人  事 

   ○ 平 成 ２ ８ 年 秋 の 叙 勲 に つ い て （ 決 定 ） 

 〃  ○ 平 成 ２ ８ 年 秋 の 外 国 人 叙 勲 に つ い て （ 決 定 ） 

 〃  ○ 平 成 ２ ８ 年 度 文 化 勲 章 の 授 与 に つ い て （ 決 定 ） 

 〃  ○ 平 成 ２ ８ 年 度 文 化 功 労 者 の 決 定 に つ い て （ 了 解 ） 

 

◎ 配  布 

☆ 労 働 力 調 査 報 告           （ 総 務 省 ） 

☆ 消 費 者 物 価 指 数            （ 同 上 ） 

☆ 家 計 調 査 報 告             （ 同 上 ） 

 

 

〔○署名あり  ☆署名なし〕 

 

 件 名 外 案 件 （ 金 ）

資 料  
あ り  
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                 平 成 28 年 

                 10 月 28 日 

 

◎ 議 員 提 出 法 律 案 関 係 

 ○ 衆 議 院 厚 生 労 働 委 員 会 に お い て 提 出 予 定 の 公 的 年

金 制 度 の 財 政 基 盤 及 び 最 低 保 障 機 能 の 強 化 等 の た

め の 国 民 年 金 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 部 を

改 正 す る 法 律 案 に 対 す る 修 正 案 に 対 す る 国 会 法 第

５ ７ 条 の ３ に 基 づ く 内 閣 の 意 見 要 旨 に つ い て 

（ 決 定 ）         （ 厚 生 労 働 ・ 財 務 省 ） 

 

 

〔○署名あり  ☆署名なし〕 

 
 

準 備 の た め （ 金 ）

資 料  
あ り  
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